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記

本件は、労働基準法施行規則第 35条に定める業務上の疾病に該当しないものとして

取り扱われたい。



_1こ発症した.結腸がん及び胃がんの業務上外に関する

検討会報告書

本検討会は、-(こ係る事案について検討を行ってきたところであるが、今般、別添

のとおり検討結果をとりまとめたので報告する。
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第 1 事案の概要

1 労働者の氏名等

(1)労働者氏名

(2)生年月日

(3)所属事業場

(4)傷病名

(5)発症年月日

-
圃結腸がん及び胃がん

(.結腸がん)

(胃がん)

(6)労災請求年月日 平成 21年 12月 18日(療養補償給付)

2 ~青求の趣旨

3 請求人の放射線業務の内容

4 請求人の放射線被ばく状況

ア外部被ばくの状況

問中に請求人が作業を行っ いては、

外部被ぱくの放射線量はフィノレムバッジ又は自動熱蛍光線量計(以下 IATLDJとしづ。)

により毎月 1回測定されていた。

当該期間中の外部被ばく線量の測定値は別紙 lのとおりであり、その累積値は



-であ る 。

イ 内部被ばくの状況

請求人の内部被ばくは、

ており、その結果は別紙2のとおり

ウ 事故的被ばくの有無

らの報告及び請求人の聴取におし

• 
ア外部被ぱくの状況

-に所属期間中に請求人が作業を行つ いては、外部被

ぱくの放射線量は電子式線量計、ガラスバッジ又は ATLDにより毎月 1回測定されて

いた。なお、このほかに、個人警報線量計によって作業時の線量管理がなされていた。

時期間抑制く線量の測定値は別紙 lのとおりであり、その累積値は-

である。

イ 内部被ぱくの状況

請求人の内部被ばくは、・・・・・・・ーのホールボディカウンタによって測定され

ており、その結果は別紙2のとおり

ウ 事故的被ぱくの有無

当該事業場及ひ竺竺竺竺竺からの報告並びに請求人の聴取においてE・・
5 請求人の療養の経過について



第2 検討会の判断

1 請求人の被ばく線量について

(1) 外部被ばく

請求人の累積外部被ばく線量は、個人の被ばく線量管理記録より、

属期間における・ーーーー所属期間における-の合計-と認め

られる。

(2) 内部被ばく

請求人の内部被ばくは、個人の被ばく線量管理記録より

(3) 事故的被ばく

事故的被ばく

2 業務上外について

(1)医学的知見について

本検討会では、放射線被ばくと結腸がん、胃がんの発病に関し、その関係の文献レビ

ューを行うとともに、原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)の報告や国際

放射線防護委員会 (ICRP)の勧告の内容に基づき、以下の知見をまとめた。

ア 結腸がんについて

①被ばく線量について

結腸がんに関する個別の文献のうち、発症あるいは死亡が統計的に有意に増加す

る最小被ばく線量について直接的にふれた文献では、 lGy以上の被ばく群でリスク

の有意な増加が認められたとしている。なお、この文献では、結腸がんに関しては

1Gy未満では統計的に有意な差があるとは言えないとしているが、統計的な検出力

を考えるとこのことは必ずしも「全く差がなしリことを意味するものではなし、。

一方、結腸がんを含む全固形がんを対象とした文献レビ、ューで、は、被ばく線量が

100から 200mSv以上において統計的に有意なリスクの上昇は認められるものの、

100mSv未満での健康影響について言及することは困難であるとされている。

② 潜伏期間について

結腸がんに関する個別の文献では、短いもので3被ばくから 5年以降で発症リスク

の有意な増加が認められている。

統計的検出力の高い全固形がんを対象とした文献レビューでは、全国形がんの最



小潜伏期間は 5から 10年程度であるとしている。

③ 放射線被ばく以外のリスクファクター

がんの主な原因は生活習慣や慢性感染であり、年齢とともにリスクが高まるが、

結腸がんでは、放射線被ばく以外に、飲酒、肥満及び運動不足がリスクファクター

として知られている。

イ 胃がんについて

① 被ばく線量について

胃がんに関する個別の文献のうち、発症あるいは死亡が統計的に有意に増加する

最小被ばく線量について直接的に触れた文献の中で、最も低い最小被ばく線量を示

した文献では 1Gy以上の被ばく群でリスクの有意な増加が認められたとしている。

なお、この文献では、胃がんに関しては 1Gy未満では統計的に有意な差があるとは

言えないとしているが、統計的な検出力を考えると、このことは必ずしも「全く差

がなしリ}ことを意味するものではない。

一方、胃がんを含む全面形がんを対象とした文献レビューでは、被ばく線量が

100から 200mSv以上において統計的に有意なリスクの上昇は認められるものの、

100mSv未満での健康影響について言及することは困難であるとされているo

② 潜伏期間について

胃がんに関する個別の文献では、被ばくから 10年以降に死亡リスクの増加が認め

られている。

統計的検出力の高い全固形がんを対象とした文献レビ、ューでは、全固形がんの最

小潜伏期間は 5から 10年程度であるとしている。

③ 放射線被ばく以外のリスクファクター

がんの主な原因は生活習慣や慢性感染であり、年齢とともにリスクが高まるが、

胃がんでは、放射線被ばく以外にピロリ菌、喫煙及び高塩分食品がリスクファクタ

ーとして知られている。

本件の業務上外の判断は、上記の医学的知見に基づき行うことが適当である。

(2) 結論

ア 請求人に発症した疾病は、 ら、.



.i結腸がん及び胃がんと判断される。

イ発症時期については、.慨がんは圃圃圃圃圃園、胃

-とするのが妥当である。したがって、被ばく開始後発症までの期間は、.

結腸がんは-、胃がんは-となる。

ウ放射線業務開ゆらの被ばく線量岨圃であり、100mSvを大幅に

下回る。

エ上記(1)の医学的知見に基づき検討した結果、請求人の圃慨がん及び胃がんの

発症と放射線被ばくとの間には因果関係はないものと判断する。

以上、総合的に勘案すると、請求人に発症した圃結腸がん及び胃がんは、放射線業務

に起因したとはいえないと判断するのが妥当である。



別紙1








